
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報

第
二
十
九
号

(平
成
十
三
年
三
月
十
八
日
)

鴎
外
、
「小
倉
左
遷
」
説
は
消
え
た
か

山

崎

一

穎

(序
)

問
題
の
所
在

明
治
三
十
二
年

(
一
八
九
九
)
六
月
八
日
付
で
、
森
林
太
郎

(鴎
外
)
は

一
等
軍
医
正
か
ら
軍
医
監
へ
昇
進
の
辞
令
と
と
も
に
、
近
衛
師
団
軍
医
部

長

(師
団
所
在
地
東
京
)
か
ら
九
州
小
倉
の
第
十
二
師
団
軍
医
部
長

へ
の
転

出
辞
令
を
受
け
た
。
六
月
十
六
日
夕
刻
新
橋
を
発
ち
、
大
阪
で
一
泊
し
、

十
九
日
朝
小
倉
へ
入
っ
た
。
鴎
外
は
こ
の
転
出
を
左
遷
と
受
け
止
め
た
。

陸
軍
省
医
務
局
長
は
大
学
同
期
の
小
池
正
直
軍
医
監
で
あ
る
。

ひ
そ
か

お
も

鴎
外
は
日
記
の
十
八
日
の
条
に

「私
に
謂
ふ
、
師
団
軍
医
部
長
た
る
は

し

終
に
舞
子
駅
長
た
る
こ
と
の
優
れ
る
に
若
か
ず
と
」
記
す
。
こ
の
記
述
の

裏
に
、大
宰
府
に
左
遷
さ
れ
た
菅
原
道
真
の
故
事
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
は
、

(
1
)

す
で
に
竹
盛
天
雄
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
六
月
二
十
七
日
付
母
峰
子
宛
書
簡
に

「小
生
の
小
倉
に
来
り
し

は
左
遷
な
り
と
は
軍
医

一
同
に
申
居
り
決
し
て
得
意
な
る
境
界
に
は
無
之

し
の
び
な
が
し

(
2
)

候

」
と

記
し

て

い
る
。

さ
ら

に

「
隠

流

」
と

い
う

筆
名

も
用

い
て

い
る
。

『大

言
海

』
に

よ
れ
ば

、
「
退
ケ

テ
、
遠

ク
ノ
官

二
遷

ス

コ
ト
。
左

遷
。

(陽

二
進
拝
シ
テ
、
陰

二
退
遷
ス
)
孝

徳
紀

、
大

化

五
年

三

月

〈
拝

三
日
向

臣
於

ニ

シ
ノ
ビ
ナ
ガ
シ
カ

筑

紫
大

宰
帥

、
世

人
相

謂
之

日
、

是

隠

流
乎

〉」
と

あ

る
。
「
隠
流

」
と

は

表
向

き

は
栄

進

で
あ

る
が
、

そ

の
内

実

は
退

け
遷

す
意
味

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
鴎
外

の
言
説
を

踏
ま

え

て
、
従

来

こ

の
小
倉

へ
の
転

勤
を

鴎

外
研

究
者

た
ち

は

「
左
遷
」

と
捉

え

て
き

た
。

鴎
外
自

身

の
左
遷

意

識

は

別
と

し

て
、
近
年

鴎
外

の
小

倉

へ
の
転
出

は
左

遷

で
は
な
く

、
当

然

の

人
事

で
あ
る

と

い
う

説

が
有
力

と

な

っ
て
き

た
。

山
暗

國
紀

氏
は

『
「
小
倉

左

遷
」
は

消
え

た
』

(「森
鴎
外
研
究
」
8
、
平
成

11
年

11
月
20
日
、
和
泉
書
院
)
と

い
う

論
考

で
、
自

説

の

「
小

池

へ
の
対
抗

意

識
か

ら
く

る
憤
激

と
焦

燥

の
意
識

」

が
左

遷
と

い
う

「
一
種

の
偏

見
」

を

生

み
出
し

た
と
論

述
を

始

め
、

「
小
倉
左

遷
」

に
対

す

る
筆
者

(山
崎

一

穎
)

の
変
化

に
言
及

し

て

い
る

。
す
な

わ
ち

、
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氏

は

従
来

『
二
生

を

行
く

人
森

鴎

外

』
(新
典
社
、
平
3
)

で
は
、

明
確

に

「小

倉
左

遷
」
と

い
う

項

目
を
設

け
、
「
そ
れ

は
明

ら
か

に
左

遷
」

で
あ

っ
た

と
書

い
て

い
る
。
と

こ

ろ
が
最

近
出

し
た

本

『
N

H

K
文
化

セ
ミ

ナ
ー

・
明
治

文
学

を
読

む

・
森

鴎

外
ー

そ

の
文

学

の
時

空

間
』

(N
H
K
出
版
、
平
9
、
4
)

で
は
、

「
小
倉

左

遷
」

と

い
う

項

ヘ

へ

目
を

設
け

ず
、
「
第
十

章

試
練

の
秋
-

小

倉
転

出
」
と
な

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
山

崎

一
穎
氏

は
、

明
ら

か

に

「
小
倉

左

遷
」
を

と
ら

ず
、

「
小
倉

転

出
」

と
表
記

し

た
。

と

記

し

て

い
る
。

山

崎
國

紀
氏

の
指

摘
す

る
ご

と
く

、
私

は

「左

遷
」

か

ら

「
転
出
」

へ

と
表

記
を

改

め
た
。

私

が
そ

の
理
由

を
明

記

し
て
置

か
な

か

っ
た

の
で
、

私
が

左
遷

説
を

否
定

し

て

い
る
と
山

暗
國

紀
氏

が
理

解

し
た

の
は
当

然

で

あ

る
が
、

私
は

「左

遷

で
は
な

い
」

と

一
度
も

記
し

た

こ
と

は

な

い
。
私

が
な

ぜ

「
左
遷

」
と

い
う

表
現

で
な

く

「
転
出
」

「転

勤
」

と
改

め
た

か
、

ま
た

、
左

遷

に

つ

い
て
ど

う
考

え

て

い
る
か
、

本
稿

で
明

ら
か

に
す

る
。

(
一
)

軍
制

の
整
備
、
拡
張

鴎

外

の
小
倉

転
出

の
意

味

に

つ
い

て
論

ず

る
に
あ

た

っ
て
、

そ

の
前

提

と
な

る
明

治

三
十
年

(
一
八
九
七
)
前

後

の
我
が

国

の
陸

軍

の
状

況
を

把
握

し

て
お

か
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

明

治

二
十

一
年

(
一
八
八
八
)
五

月
十

二

日

(五
月
十
四
日
付

「官
報
」

で

告
示
)
、
天

皇

の
名

に
お

い

て
従

来

の
陸
海

軍

の
条
例

、
組
織

を

大
巾

に
改

正

し
、
陸

海
参

軍

の
官
制

を
制

定

し
た
。

こ

こ
に

〈
天
皇

の
軍

隊

〉
が
形

を

整
え

る

こ
と

に
な

っ
た
。

こ
れ
ら

の
改
革

の

一
環
と

し

て
、
従

来

の

「
鎮
台

条

例
」
を

廃

止
し

、

「師

団

司

令
部

条

例
」

を
制

定

し

た
。
す

な

わ

ち
、
従

来

の
六
鎮

台

を
近

衛

師

団
以

下
七
師

団

に
改
組

し
、
天
皇

に
直
属

す

る
軍
隊

に
編

成

し
直

し
、

師

団

長

に
中

将
を

任

命

し
た

。

「
陸
軍

常
備

団

隊

配
備

表
」

を

見

る
と

、

近

衛
師

団

(東
京
)
、
第

一
師

団

(東
京
)
、
第

二
師

団

(仙
台
)
、
第

三
師

団

(名
古
屋
)、

第

四
師
団

(大
阪
)
、
第

五
師

団

(広
島
)
、
第

六
師

団

(熊
本
)

が
配
備

さ

れ
た
。

日
清

戦
争

、
そ

の
後

の
三
国
干

渉

に
よ

っ
て
、

政
府

は
明
治

二
十
九
年

(
一
八
九
六
)
以

後
軍

備
拡

張
計

画
を

実
施

に
移

す

こ
と

に
な

っ
た

。

二
十

九

年

三
月
十

六

日
陸

軍
管

区

表
改

正
公

布

(勅
令
第

二
十
四
号
)

に
よ
り

、

従

来

の
近
衛

師
団

お

よ
び
第

一
師

団
か

ら
第

六
師

団
を

、
近
衛

師

団
お

よ

び

第

一
師

団
か
ら

第
十

二
師

団
ま

で
拡

張
す

る

こ
と

に
な

っ
た
。

増
設
師

団
を
記

す

と
、
第

七
師

団

(札
幌
)
、
第

八
師

団

(弘
前
)
、
第
九

師

団

(金

沢
)
、
第

十
師

団

(姫
路
)
、

第
十

一
師

団

(丸
亀
)、

第
十

二
師

団

(小
倉
)

で
あ

る
。

(
3
)

「
軍
令

機

関
と

教
育

機
関

と
を
兼

ね
行

ふ
」
機
構

を

目
的
と

し

て
、
二
十

九

年

入

月
十

日

(八
月
十

一
日

「官
報
」
告
示
)
、
「
都

督

部
条

例
」

(勅
令
第

二
百
八
十
二
号
)
が
公
布

さ

れ
た
。

そ

の
第

一
条

に

「
都

督

ハ
陸
軍
大

将
若

ク

ハ
陸

軍
中

将

ヲ
以

テ
之

二
補

シ
天
皇

二
直

隷

シ
所
管

内

ノ
防
禦
計

画

竝

二
所
管

内
各

師

団
共

同
作
戦

ノ
計

画

二
任

セ
シ

ム
」

と

あ
り

、
第

三
条

に

「都

督

ハ
所
管

内
各

師

団

ノ
教

育

ヲ

シ

テ
斉

一
二
進

歩

セ

シ

ム
ル

ノ
責

二

任

ス
」

と
規

定

さ
れ

て

い
る
。
都

督
部

に
よ

る
各

師
団

の
統
括

と
各

師

団
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問

の
教
育

の
平

準
化

を

目
的
と

し

て

い
る
。
都

督
部

が
東

部

(東
京
)
、
中

部

(大
阪
)
、
西

部

(小
倉
)

の
三
箇

所

に
置
か

れ

る

こ
と

に
な

っ
た

。

明

治

三
十

一
年

.(
一
八
九
八
)
十

一
月

六

日
付

の

「東

京
朝

日
新

聞
」
(第

四
四
〇
七
号
、
二
面
)
に

「
●
師

団
完
成

拡

張

中
な

り
し
各

師

団

ハ
完

成

せ
り

便
宜

の
為

め

一
覧
表

に

て
示
せ

バ
左

の
如

し
」
と

あ

っ
て
、
「
都
督

/

師
団

長
/
旅

団

長
」
の
氏
名

が
記

さ

れ

て

い
る
。
な
お
前

日
の
五

日
付

「
時

事

新
報

」

(第
五
三
四
二
号
、
三
面
)

に
次

の
記
事

が
掲

載
さ

れ

て

い
る
。

○
都
督
部
、
総
督
部
、
師
団
、
旅
団

新
設
師
団
の
司
令
部
成
立
し
て
師
団
長
参
謀
長
其
他
の
任
命
あ
ゆ

た
る
に
就
て
は
現
在
の
東
中
西
三
部
都
督
、
東
京
防
禦
総
督
、
各
師

旅
団
長
及
び
参
謀
長
の
姓
名
と
司
令
部
の
所
在
地
と
を

一
括
し
て
左

に
掲
ぐ
べ
し
但
し
師
団
長
は
中
将
、
旅
団
長
は
少
将
な
る
こ
と
孰
れ

も
同
様
な
れ
ば
其
官
名
を
省
く
こ
と
・
せ
り

両
紙
か
ら

一
覧
の
図
表
を
作
製
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

東 部(東 京)

陸軍大将 野津道貫

参謀長陸軍少将 中村 覚

都

督

第八 第七 第二 第一
弘前 札幌 仙台 東京 師

団
立 永 西 川 長

見

尚

山
武
四

寛
二

村

景

爭
醤

文 郎 郎 明

第 第 第 第 第 第 第 第
f
-..四
ノ 丶

秋 弘
田 前

春 岡
・田 村

十 十
四 三

未 未

設 設

十=
五 一

鏨殃
田 口

比 井
志 上
嶋

ニ ー

高 東崎 京

武 松
田 村

旅
団
長

歩
醤

景 静 義 秀 務
義 彦 輝 光 山 本 「

歩 歩 歩 砲
今 兵 松 兵 岡 兵 伊 兵 参
橋 大

佐
永 大

佐
崎 大

佐
地 大
知 佐 謀

知 正 生 季 長
勝 敏 三 清

駄
聾

罵轟
陸

参

磊

大
島

義
昌

第

五

名
古
屋

大
久
保
和貞第十七豊橋土屋光

春

歩
兵大

佐仙波
太郎

四
阪

小
川

又
次第大

第

七

大
阪

栗飯

原
常
世第十九伏見・波多野毅

歩兵

大佐高木

作蔵

九

沢

大島

久直第金

第

六

金
沢

三
好

成行第十八敦賀山内長人

十

路

貞愛

親
王第姫

第

入

姫路

沖
原

光孚第二十福知山浅田信
興

歩兵

大
佐宇佐川

一

正

禎
轄

驫
参

五

島

山
口

素臣第広

第

九

広
島

真鍋

斌第二+一山口塚本勝嘉

砲
兵
大
佐大迫

尚
道

六

本

茨
木

惟
昭第熊

第十

一

熊
本

飯
田

俊
助第二+三大村内藤政明

歩
兵
大
佐一戸

兵
衛

繋

乃
木

希
典
第
二
+
二
丸
亀

小
嶋

政
利第十松由、阪井重季

歩
兵
大
佐山口圭

蔵

仁
滄

田
村

寞

第

4

第
十
二
小
倉

仲
木

之
植第二+四久留米西嶋助義

工
兵
大
佐山根

武
亮

衛

京

長
谷
川
好
道近東

近
衛
歩
兵第一東

京

大
久
保
春
野第二東京伊瀬知好成

砲
兵
大
佐午田敬

九
郎

東京防禦都督

(東京)

陸軍中将 奥 保鞏

参
謀
長

陸
軍
少
将

村
井

長
寛

台湾総督

(台北)

陸軍中将 児玉源太郎

台
湾
守
備
混
成

第

一
旅
団
長

原
口

兼
済

第
二
旅
団
長

高
井

敬
義

第
三
旅
団
長

安
東

貞
義

陸
軍
幕
僚

参
謀
長

陸
軍
少
将

木
越

安
綱
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(
4
)

次
に
本
稿
の
関
係
で
軍
医
の
官
名
の
変
遷
を
次
に
掲
げ
る
。

医軍

階級年次

中

将

少

将

大

佐

中

佐

少

佐

大

尉

中

尉

少

尉

明
治
十
二
年

軍医

総監

軍
医
監

一
等
軍医正

二
等
軍医正

軍
医

軍
医
副

軍
医
補

同

十
六
年

同
右

同
右

同
右

同
右

一

等
軍
医

二
等
軍
医

三
等
軍
医

同

三
十
年

軍医

総監

軍
医
監

一
等
軍医正

二
等
軍医正

三
等
軍医正

同
右

同
右

同
右

昭
和
十
二
年

軍医

中将

軍医

少将

軍医

大
佐

軍医

中佐

軍医

少佐

軍
医
大
尉

軍
医
中
尉

軍
医少

尉

〈山
崎
注
記
〉

明
治
時
代
に
於
い
て
は
、
軍
医
の
階
級
は
武
官
と
違
っ
て
、
中
将
相
当
官
、
少
将
相

当
官
～
少
尉
相
当
官
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
る
。

(
二
)

小
倉

へ
の
転
出

陸

軍

一
等

軍
医

正

(従
五
位
勲
六
等
功
四
級
)
、
陸

軍
省
医

務
局

第

一
課
長

小
池

正
直

は

、
明
治

三
十

一
年

(
一
八
九
八
)
八
月

四
日
付

で

軍
医
監

に
昇

進

し
、
第

七
代

陸
軍
省

医

務
局
長

に
就
任

し
た
。

小
池

正
直

(
一
八
五
四
年

十

一
月
四
日
、
山
形
県
鶴
岡
市
生
)
と

、
森

林
太

郎

、
鴎

外

(
一
八
六
二
年

一

月
十
九
日
、
島
根
県
津
和
野
町
生
)
は
、
東
京

大
学

医
学

部
卒

の
同

級
生

で
あ

る
。明

治

二
十

六
年

(
一
八
九
三
)
十

一
月
十

四

日
付

で
二
人

と
も

陸
軍

一
等

軍
医

正

に
昇
格

し

、

二
十

八
年

(
一
八
九
五
)
四
月

二
十

一
日
付

で
同

時

に

軍
医

監
と

な

っ
た
。

三
十

年

(
一
八
九
七
)
三
月

二
十

四

日
陸
軍

武
官
等

表

中
改

正

に
依
り

、
小

池
正

直
、
森

林
太

郎

は

一
等

軍
医

正

に
換
称

さ
れ

た
。

位

階
勲
等

も

両
者
と

も

に
従

五
位
勲

六
等

功

四
級

で
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う

に
雁
行
し
て
昇
進
し
て
き
た
二
人
で
あ

っ
た
が
、
三
十

一
年

(
一
八
九
八
)

八
月
四
日
第
六
代
陸
軍
省
医
務
局
長
石
阪
惟
寛
軍
医
監
が
退
任
し
、
同
日

付
で
小
池
正
直
が
軍
医
監
に
昇
進
し
、
第
七
代
医
務
局
長
に
就
任
し
た
。

小
池
が
局
長
に
就
任
し
た
こ
と
で
、
森
林
太
郎
と

の
地
位
の
差
が
明
瞭
と

な
っ
た
。
医
務
局
長
は
軍
医
と
し
て
の
最
高
の
ポ

ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
時
、

森
林
太
郎
は
陸
軍
軍
医
学
校
長
で
あ
っ
た
。

第
五
代
医
務
局
長
石
黒
忠
悳
軍
医
総
監
の
後
任
で
あ
っ
た
石
阪
惟
寛

(明
治
三
+
年
九
月
就
任
、
三
+

一年
八
月
退
任
)
の
局
長
在
任
期
間
は
わ
ず
か

に

一
年
足
ら
ず
で
あ
っ
た
。
経
歴
、
実
力
と
も
ほ
ぼ
同
格
と
見
ら
れ
た
小

池
と
鴎
外
と
の
差
は
年
齢
に
あ
る
。
小
池
が
軍
医
監
と
し
て
医
務
局
長
に

就
任
し
た
年
齢
は
四
十
三
歳
で
、
当
時
鴎
外
は
三
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
鴎

外
が
小
池
の
後
任
と
し
て
、
明
治
四
十
年

(
一
九
〇
七
)
十

一
月
十
三
日
軍

医
総
監
に
昇
進
し
、
第
八
代
医
務
局
長
に
就
任
す
る
ま
で
の
ほ
ぼ
十
年
間

の
小
池
局
長
時
代
が
こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま

っ
た
。

明
治
三
十

一
年

(
一
八
九
八
)
十
月

一
日
付
で
、
昇
進
と
人
事
異
動
が
行

な
わ
れ
た
。

○
任
陸
軍
軍
医
監

陸
軍

一
等
軍
医
正
従
五
位
勲
三
等

小
野

敦
善

補
第

一
師
団
軍
医
部
長
兼
陸
軍
衛
生
会
議
議
長

陸
軍
軍
医
監

小
野

敦
善

○
任
陸
軍
軍
医
監

陸
軍

一
等
軍
医
正
従
五
位
勲
六
等
功
四
級
医
学
博
士

菊
池
常
三
郎
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補
第
四
師
団
軍
医
部
長

陸
軍
軍
医
監
医
学
博
士

菊
池
常
三
郎

○
休
職
被
仰
付

○
軍
医
学
校
長
兼
陸
軍
衛
生
会
議
議
員
陸
軍

一
等
軍
医
正
医
学
博
士

免
本
職
補
近
衛
師
団
軍
医
部
長
兼
軍
医
学
校
長
兼

森

林
太
郎

陸
軍
衛
生
会
議
議
員
如
故

○
免
本
職
補
第
十
二
師
団
軍
医
部
長

第
六
師
団
軍
医
部
長
陸
軍

一
等
軍
医
正

江
口

襄

菊
池
常
三
郎
、
江
口
襄
、
森
林
太
郎
は
東
京
大
学
の
同
級
生
で
あ
る
。

菊
池
が
軍
医
監
に
昇
進
し
、
兄
菊
池
篤
忠
軍
医
監
の
後
任
と
し
て
第
四
師

団

(大
阪
)
の
軍
医
部
長
で
発
令
さ
れ
た
。
江
口
襄
は

一
等
軍
医
正
の
ま

ま
、
第
六
師
団

(熊
本
)
か
ら
第
十
二
師
団

(小
倉
Y
へ
異
動
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
鴎
外
は

一
等
軍
医
正
の
ま
ま
軍
医
監
中
泉
正
の
後
任
と
し
て
、

近
衛
師
団
軍
医
部
長
に
栄
進
し
た
。

明
治
三
十
二
年

(
一
八
九
九
)
六
月
八
日
付
で
鴎
外
を
含
め
て
大
学
時
代

の
同
級
生
江
口
襄
、
谷
口
謙
に
異
動
の
命
が
下
っ
た
。

○
任
陸
軍
軍
医
監

陸
軍

一
等
軍
医
正
従
五
位
勲
五
等
功
四
級
医
学
博
士

森

林
太
郎

補
第
十
二
師
団
軍
医
部
長

陸
軍
軍
医
監
医
学
博
士

、森

林
太
郎

○
第
三
師
団
軍
医
部
長
陸
軍

一
等
軍
医
正
医
学
博
士

谷
ロ

謙

免
本
職
補
近
衛
師
団
軍
医
部
長
兼
軍
医
学
校
長
陸
軍
衛
生
会
議
議
員

第
十
二
師
団
軍
医
部
長
陸
軍

一
等
軍
医
正

江
口

襄

鴎
外
の
後
へ
谷
口
が
動
き
、
江
口
の
後
へ
鴎
外
が
異
動
し
、
谷
口
の
後

へ
江
口
が
来
る
こ
と
に
な

っ
た
い
た
。
江
口
は
内
示
の
段
階
で
一
旦
第
三

(
5
)

師
団

へ
の
転
任
を
承
諾
し
な
が
ら
、後
そ
れ
を
拒
否
し
休
職
を
願
い
出
た
。

江
口
の
休
職
に
よ
り
、
第
三
師
団
へ
は
第
五
師
団
軍
医
部
長

一等
軍
医
正

草
刈
義
哉
が
異
動
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。鴎
外
は
軍
医
監
に
昇
格
し
た
が
、

東
京
の
近
衛
師
団
軍
医
部
長
か
ら
小
倉
の
第
十
二
師
団
軍
医
部
長
へ
異
動

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
結
局
、
小
池
は
同
級
生
を
順
繰
り
に
盥
回
わ
し
に

し
て
、

一
番
実
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
鴎
外
を
遠
く
に
追
い
払
っ
た
の
で

あ
る
。

(三
)

「左
遷
」

か
ら

「
転
勤
」

へ

小
倉
左
遷
説
を
否
定
し
た
嚆
矢
は
、
鴎
外
の
部
下
で
あ

っ
た
山
田
弘
倫

で
あ
っ
た
。
鴎
外
が
医
務
局
長
の
時
、
衛
生
課
長
で
あ
っ
た
。
山
田
弘
倫

は

「そ
の
田
舎
廻
り
の
経
験
こ
そ
他
日
首
脳
部

の
椅
子
に
坐
る
お
方
の
為

に
は
、
大
切
な
素
地
手
腕
を
養
ふ
こ
と
に
も
な
る
、
(中
略
)
我
等
を
し
て

忌
憚
な
く
言
は
し
む
れ
ば
、
先
生
の
あ
こ
が
れ
深
か
つ
た
ア
ノ
試
験
管
や

天
秤
、
培
養
基
や
孵
卵
器
か
ら
先
生
を
引
離
し
て
、
モ
ツ
ト
広
い
働
き
場
、

地
方
軍
医
部
に
転
補
さ
れ
た
当
局
の
鋭
断
、
其

の
炬
の
如
き
明
に
対
し
、

我
等
は
今
更
の
如
く
限
り
な
き
敬
意
を
表
せ
ね
ば
な
ら
廊
)」
と
記
し
て
い

る
。山

暗
國
紀
氏
は
山
田
弘
倫
の
見
解
を
首
肯
し
、
「鴎
外
が
傷
つ
く
ほ
ど
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(
7
)

の
苛
酷
な
人
事
で
あ
っ
た
と
も
思
え
な
い
」
と
述
べ
、
「小
池
へ
の
対
抗
意

識
か
ら
く
る
憤
激
と
焦
燥
の
意
識
」
が
先
走

っ
て
お
り
、
「私
は
小
池
を
、

そ
う

〈
悪
者
〉
と
も
思
え
な
い
」
と
記
す
。
そ
の
証
左
と
し
て

「小
池
が
、

鴎
外
の
追
い
落
と
し
を
謀
っ
て
い
た
の
な
ら
、
ふ
た
た
び
鴎
外
を
第

一
師

団
軍
医
部
長
に
よ
び
戻
し
も
し
ま
い
し
、
の
ち
に
医
務
局
長
と
し
て
の
自

分
の
後
任
を
鴎
外
に
譲
り
も
し
な
か
っ
た
は
ず
だ
」
と
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
平
岡
敏
夫
氏
は
山
峙
國
紀
氏
の
見
解
を
支
持
し
、
「半
年
遅
れ

て
軍
医
副
に
任
官
し
た
鴎
外
が

一
年
遅
れ
て
軍
医
監
に
進
ん
だ
の
も
不
遇

と
は
言
え
ず
、
結
局
は
小
池
の
あ
と
を
継
い
で
長
期
間
医
務
局
長
に
就
任

(8
)

し
え
た

の
は
順
当
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

山
田
弘
倫
の
見
解
に
は
、
上
司
鴎
外
の
輝
か
し
い
経
歴
に
傷
を
付
け
ま

い
と
す
る
過
度
の
配
慮
が
あ
る
。
私
は
山
田
の
見
解
を
人
事
異
動
の

一
般

論
と
し
て
は
、
あ
り
得
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
応
々
に
し
て
見

ら
れ
る
若
い
時
中
央
か
ら
地
方
勤
務
を
経
て
中
央
に
戻
る
と
い
う
人
事
の

あ
り
方

の
常
態
な
ら
、
山
田
弘
倫
の
見
解
は
首
肯
で
き
る
。
鴎
外
の
場
合

は
軍
医
監
と
い
う
地
位
か
ら
の
異
動
で
あ
る
。
小
池
は
終
生
田
舎
廻
り
を

し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
、
山
田
弘
倫
の
見
解
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
難

い
。
山
暗
國
紀
氏
の
先
入
観
念
を
排
し
て
、
鴎
外
の
小
倉
行
き
を
考
え
よ

う
と
し
て
い
る
態
度
に
は
好
感
を
持
つ
。
し
か
し
、
そ
の
見
解
も
左
遷
説

が
主
観
的
で
あ
る
と
同
様
、
主
観
の
色
合
い
が
濃
い
。

ま
た
、
山
暗
國
紀
氏
、
平
岡
敏
夫
氏
も
鴎
外
が
小
池
正
直
の
後
任
と
し

て
医
務
局
長
に
就
任
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、順
当
な
人
事
で
あ
る
と
言
う
。

少
将
相
当
官
以
上
は
勅
任
官
で
あ
る
か
ら
、
良
く
も
悪
し
く
も
小
池
局
長

の
み
の
権
限
で
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
考
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

。私
が

「左
遷
」
と
い
ヶ
表
記
か
ら

「転
出
」
「転
勤
」
と
改
め
た
の
は
、

浅
井
卓
夫
氏
の
論
考
が
切

っ
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
浅
井
氏
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

都
督
部
所
在
地
に
駐
屯
す
る
師
団
に
は
軍
医
監
た
る
軍
医
部
長
を

置
く
態
勢
が
出
来
か
か
っ
て
お
り
、
西
部
都
督
部
の
あ
る
小
倉
の
第

一
二
師
団
へ
、
師
団
軍
医
部
長
中
で
第
三
位
.の
序
列
に
あ
る
軍
医
監

と
し
て
林
太
郎
の
赴
任
す
る
こ
と
は
順
当
な
人
事
で
あ
っ
た
。
林
太

郎
の
あ
と
に
は
第
三
師
団
か
ら
谷
ロ
謙
が
転
任
し
て
お
り
、・
さ
ら
に

谷
口
の
あ
と
は
第
五
師
団
軍
医
部
長
草
刈

一
等
軍
医
正
が
来
る
と
い

(
9
)

う
よ
う
に
、師
団
ご
と
の
格
付
が
ほ
ぼ
定
ま

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

浅
井
氏
の
論
述
は
、
従
来
の
鴎
外
、
小
池
正
直
の
人
間
関
係
の
軋
轢
と

い
う
主
観
的
見
解
を
廃
し
て
、
客
観
的
で
あ
り
、
説
得
力
も
あ
る
。
私
は

こ
の
浅
井
氏
の
論
考
を
読
ん
で
、
公
式
の
人
事
異
動
を
単
純
に

「左
遷
」

と
決
め
つ
け
て
き
た
自
分
の
態
度
を
改
め
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
般
論
と
し
て
人
事
異
動
に
際
し
明
ら
か
に
職
務
上
の
汚
点
、

ま
た
は
私
生
活
上
の
問
題
が
組
織
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
確
な
場
合

な
ら
ば
異
動
が

「左
遷
」
と
言
え
て
も
、
鴎
外

の
場
合
具
体
的
な
負
荷
が

無
い
と
な
る
と
、

一
概
に

「左
遷
」
と
決
め
つ
け
る
の
は
学
問
的
態
度
で

は
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
浅
井
氏
の
論
述
に
ほ
ぼ
納
得
し
な
が
ら
、
次
の
二
点
に
疑
義
を

持
っ
た
の
で
、
左
遷
説
否
定
論
に
両
手
を
挙
げ
得
な
か
っ
た
。
第

一
は
後
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半
の
師
団
に
格
付
け
が
あ
っ
て
、
第
五
師
団
か
ら
第
三
師
団

へ
、
第
三
師

団
か
ら
第

一
師
団
へ
の
異
動
が
順
当
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
師
団
に
格
付
け
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
す
で
に
述
べ
た
が
、

本
来
第
十
二
師
団
の
江
口
が
第
三
師
団
へ
異
動
す
る
こ
と
に
な

っ
て
お

り
、
江
ロ
が
不
満
で
異
動
を
拒
否
し
た
た
め
、
第
五
師
団
の
草
刈
が
第
三

師
団
に
異
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
浅
井
氏
の
論
述

は
、
異
動
の
結
果
か
ら

「格
付
」
を
導
き
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

次
に

「都
督
部
所
在
地
に
駐
屯
す
る
師
団
に
は
軍
医
監
た
る
軍
医
部
長

を
置
く
態
勢
が
出
来
か
か
っ
て
お
り
」
と
い
う
記
述
の

「出
来
か
か

っ
て

お
り
」
を
人
事
配
置
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
東
部
都
督

(東
京
)
〔第

一
師

ヘ

ヘ

へ

団
軍
医
部
長
小
野
敦
善
軍
医
監
〕
中
部
都
督

(大
阪
)
〔第
四
師
団
軍
医
部

長
菊
池
常
三
郎
軍
医
監
〕
は
軍
医
監
が
配
さ
れ
て
い
る
。
、
西
部
都
督

(小

倉
)
〔第
十
二
師
団
軍
医
部
長
森
林
太
郎
軍
医
監
〕
に
軍
医
監
を
配
置
す
れ

ば
、
浅
井
氏
の
記
述
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
左
遷
説
を
否
定
す
る
根
拠
で

ヘ

ヘ

へ

あ
る
が
、
同
時
に
結
果
論
か
ら

「軍
医
監
た
る
軍
医
部
長
を
置
く
態
勢
が

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

出
来

か
か

っ
て
お
り
」

の
記
述

を
導

き
出

し
た

の
で
は
な

い
か

と
考
え

、

疑
念

を
ぬ

ぐ

い
去

る
こ
と

が
出

来
な

か

っ
た
。

そ
れ
故

に
、
左

遷
否
定

説

を
支

持
せ

ず
、
「
転
出
」
「
転
勤

」
が
妥

当

で
あ

る
と

判
断
す

る

に
至

っ
た
。

(
四
)

「小
倉
左
遷
」
説
は
消
え
た
か

浅
井
卓
夫
氏
の
論
考
が
発
表
さ
れ
た
後
、
石
井
郁
男
氏
が
鴎
外
の
小
倉

転
出
の
意
図
に
つ
い
て
新
た
な
見
解
を
発
表
し
た
。
石
井
氏
は
ク
ラ
ウ
ゼ

ヴ
イ
ッ
ツ
の

『戦
論
』
(『大
戦
学
理
』)
の
翻
訳
を
鴎
外
に
さ
せ
る
た
め
に

「鴎
外
の

〈
小
倉
人
事
〉
は
参
謀
本
部
の
極
秘
入
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
田

い

よ

ぞ
う

村

(怡
与
造
)
が
日
露
戦
争
前
夜
に
放
っ
た
神
技
と
も
言
え
る
〈
絶
妙
の
着

(10
)

手
〉
で
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
新
説
を
提
出
す
る
。
無
論
、
石
井
氏
は
鴎

外
左
遷
説
は
取
ら
ず
、
浅
井
氏
の
見
解
を
超
え

て
積
極
的
に
小
倉
へ
の
人

事
異
動
を
評
価
す
る
立
場
に
立

っ
て
い
る
。

(
11
)

私
は
石
井
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
私
見
を
述
べ
て
い
る
の
で

詳
細
は
省
く
が
、
「参
謀
本
部
の
極
秘
人
事
」
の
証
拠
の
な
い
こ
と
、
田

村
怡
与
造
は
当
時
参
謀
本
部
の
第

一
部
長

(作
戦
部
長
)
で
、
人
事
を
動
か

す
中
枢
に
い
な
か
っ
た
点
に
言
及
し
た
。

山
暗
國
紀
氏
は
浅
井
卓
夫
氏
の
見
解
も
引
用
し
た
上
で
自
説
を
展
開

し
、
『
「小
倉
左
遷
」
は
消
え
た
』
を
発
表
し
た
。
こ
の
論
考
の
妥
当
性
を

判
断
す
る
た
め
に
は
、
私
は
か
つ
て
浅
井
氏
の
論
考
に
啓
発
さ
れ
な
が
ら

も
、
そ
の
時
保
留
に
し
て
あ
っ
た
疑
問
点
の
解
明
こ
そ
急
務
で
あ
る
と
考

え
る
。

浅
井
氏
の
見
解
で
あ
る

「都
督
部
所
在
地
」
の
師
団
に
は
、
「軍
医
監
た

る
軍
医
部
長
を
置
く
態
勢
が
出
来
か
か
っ
て
お
り
」
の
検
証
に
あ
た
っ
て

は
、
鴎
外
の
み
を
対
象
に
し
て
は
そ
の
正
当
性
が
見
え
て
こ
な
い
。
鴎
外

を
始
め
と
し
て
、
西
部
都
督
部
の
あ
る
小
倉
第
十
二
師
団
の
軍
医
部
長
に

ど
の
よ
う
な
階
級
の
誰
が
就
任
し
た
か
、
そ
し
て
第
十
二
師
団
か
ら
ど
こ

へ
転
出
し
た
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

参
謀
本
部
を
は
じ
め
と
し
て
、
小
池
正
直
医
務
局
長
が
、
第
十
二
師
団

の
軍
医
部
長
の
地
位
を
重
視
す
る
人
事
配
置
を
し
て
い
る
な
ら
ば
、
浅
井

氏
の
論
述
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
る
は
ず
で
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
小
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池
医
務
局
長
の
人
事
の
公
平
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
次
に

「官
報
」
か
ら
人
事
の
異
動
の
様
相
を
図
示
す
る
。

第
十
二
師
団
軍
医
部
長
の
人
事

[鬩
囹
明
治
31
年
10
月
1
日

[幽
鬮

一等
軍
医
正

◎
江
口

襄

〈栃
木
県
〉

圃
幽
第
六
師
団
軍
医
部
長

(
一
等
軍
医
正
)

閥
鬮
第
三
師
団
軍
医
部
長

(
一
等
軍
医
正
)
へ
の
異
動
拒
否
に
よ
り
、

明
治
32
年
6
月
8
日
休
職

鬩
囹

明
治

32
年

6
月

8
日

[鬮
國

軍

医
監

◎

森
林

太
郎

(
一
八
六
二
～

一
九

二
二
)
〈
島

根
県

〉

圃

膕

近
衛

師

団
軍
医

部

長

(
一
等
軍
医
正
)

閥
鬮

第

一
師

団
軍
医

部
長

(軍
医
監
)

明
治

35
年

3
月

14

日
発

令

鬩
囹
明
治
35
年
3
月
14
日

[鬮
圏

一
等
軍
医
正

た
け

や

み
ず

き

◎

武
谷

水

城

(
一
八
五
ニ
ー

一
九
三
九
)
〈
福

岡
県

〉

[圃
膕

医
務

局
衛

生

課
長

(
一
等
軍
医
正
)

、閥
圈

病
気

に
付

明
治

36
年

12

月
24
日
休
職

(
一
等
軍
医
正
)

の
ち

日
露

戦
役

留

守
第

一
師

団

軍
医

部

長

(
一
等
軍
医
正
)
、

治

39
年

3
月

22

日
軍
医

監
、

予
備

役
編

入

明

…
[鬩
囹

明
治

36
年

12

月

24
日

[鬮
圏

二
等

軍

医
正

へ

◎
中
館
長
三
郎

〈
岩
手
県
〉

岡
圏
大
阪
衛
戌
病
院
長

(二
等
軍
医
正
)

圏
幽
医
務
局
医
事
課
長

(
一
等
軍
医
正
)

明
治
37
年
7
月
25
日
発
令

一
覧
し
て
鴎
外
、
森
林
太
郎
の

「
軍
医
監
」
と
い
う
階
級
が
突
出
し
て

い
る
。
日
露
戦
争

(明
治
三
十
七
年
二
月
開
戦
)
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
第

十
二
師
団
軍
医
部
長
に
就
任
す
る
の
は
、
コ

等
軍
医
正
」
、
「二
等
軍
医

正
」
と
階
級
が
下
が
っ
て
い
る
。
浅
井
氏
の

「
軍
医
監
た
る
軍
医
部
長
を

置
く
態
勢
が
出
来
か
か

っ
て
お
り
」
と
い
う
の
は
、
鴎
外
の
転
出
を
正
当

化
す
る
た
め
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
小
池
正
直
局
長
の
人
事
の
正
当
性
に

疑
義
が
生
じ
る
。

そ
れ
で
は
鴎
外
の
小
倉
行
き
は

「左
遷
」
で
あ

っ
た
と
断
定
で
き
る
か
。

鴎
外
の
側
に
具
体
的
な
失
点
が
な
い
現
状
を
考
え
る
と
、
「左
遷
」
で
あ
る

か
否
か
の
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
仮
に
第
十
二
師
団
の

軍
医
部
長
は

「軍
医
監
」
と
決
め
て
も
、
次
の
人
事
に
着
手
す
る
時

「軍

医
監
」
が
い
な
い
場
合
も
あ
る
し
、
「軍
医
監
」
に
昇
進
さ
せ
る
人
材
が
い

な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
中
館
二
等
軍
医
正
が
衛
戌
病
院
長
か
ら
軍
医

部
長
に
就
任
し
た
こ
と
も
、
異
例
の
抜
擢
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
中
館
長
三
郎
は
医
務
局
医
事
課
長
か
ら
、
明
治
四
十

一
年
六
月
六
日

付
で
軍
医
監
に
進
み
、
第
四
師
団
軍
医
部
長
に
転
出
し
た
。
大
正
三
年
八

月
八
日
付
で
軍
医
総
監
、
予
備
役
編
入
と
な
っ
た

。
人
事
異
動
は
、
常
に

一42一



そ
の
時
の
組
織
の
状
況
の
中
で
行
わ
れ
る
人
間
臭
い
ド
ラ
マ
で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
「左
遷
」
か
、
「左
遷
で
な
い
」
か
決

定
不
可
能
と
決
め
て
掛
か
る
の
も
問
題
で
あ
る
。
決
定
的
証
拠
が
見

つ
か

ら
な
く
て
も
、
状
況
証
拠
の
発
掘
は
必
要
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
第
十

二
師
団

の
軍
医
部
長
の
交
替
の
様
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

鴎
外
は
明
治
三
十

一
年

(
一
八
九
八
)
十
月

一
日
付
で
近
衛
師
団
軍
医
部

長

(
一
等
軍
医
正
)
に
就
任
し
、
三
十
二
年

(
一
八
九
九
)
六
月
八
日
軍
医

監
に
昇
進
し
、
第
十
二
師
団
軍
医
部
長
に
就
任
す
る
。
近
衛
師
団
軍
医
部

長
の
在
職
期
間
は
、
八
カ
月
間
で
あ
る
。
と
て
も
仕
事
が
出
来
る
状
態
で

は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時
第
四
師
団
軍
医
部
長
に
就
任
し
た
菊

池
常
三
郎
は
、
三
十
二
年
六
月
の
異
動
で
は
動
い
て
い
な
い
。
鴎
外
を
近

衛
師
団
軍
医
部
長
の
ま
ま
動
か
さ
な
い
と
い
う
選
択
も
あ

っ
た
は
ず
で
あ

る
。
鴎
外
の
大
学
時
代
の
同
級
生
谷
口
謙
は
、
三
十
二
年
六
月
の
異
動
で

軍
医
学
校
長
兼
近
衛
師
団
軍
医
部
長

(
一等
軍
医
正
)
と
な
り
、
三
十
四
年

(
一
九
〇

一
)
三
月
九
日
付
で
軍
医
監
に
昇
格
し
、
菊
池
常
三
郎
の
後
任
と

し
て
第
四
師
団
軍
医
部
長
に
就
任
す
る
。
菊
池
は
休
職
と
な
る
。

と
に
か
く
人
事
は

一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
。
鴎
外
を
小
倉
へ
異
動
さ
せ

る
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が

一
般
的
で
あ
る
。
昇
進
さ
せ

て
地
方

へ
転
出
さ
せ
る
会
社
の
人
事
異
動
や
、
官
僚
機
構
に
お
い
て
最
高

ポ
ス
ト
に
就
任
す
る
や
、
同
期
の
者
を
他
に
転
出
さ
せ
る
人
事
異
動
と
大

差
は
な

い
。
こ
こ
に

「左
遷
」
説
が
生
ま
れ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
で
は
、
「左
遷
」
と
い
う
前
提
に
立

っ
て
い

る
。
文
芸
界
に
は
鴎
外
自
ら
公
言
し
て
い
る
。
「福
岡
日
日
新
聞
」
に
載

せ

た
評
論

『鴎

外
漁

史
と

は
誰

ぞ
』

(明
治
33
年

1
月
-
日
)
に

お

い
て

よ

あ
れ

と
も

予
が
医
学
を
以
て
相
交
は
る
人
は
、
他
は
小
説
家
だ
か
ら
与
に
医

学
を
談
ず
る
に
は
足
ら
な
い
と
云
ひ
、
予
が
官
職
を
以
て
相
対
す
る

人
は
、
他
は
小
説
家
だ
か
ら
重
事
を
托
す
る
に
は
足
ら
な
い
と
云
つ

さ
ま
た

く
ぢ

い
く
ば
く

て
、
暗

々
裡

に
我
進

歩
を

礙
げ

、
我

成
功

を
挫

い
た

こ
と

は
幾

何
と

い
ふ

こ
と
を
知

ら

な

い
。

ば
つ

と
記
す
。
そ
し
て
現
在
の
文
壇
を
紅
葉
露
伴

の
時
代
に
比
較
し
て

「末

いリ
へつ流

時
代

の
文

壇
」

で
あ

る
と
決

め
付

け

る
。

地
方
新

聞

に
掲
載

さ

れ
た
評

論

と

は

い
え

、
過
激

な

言
説

の
反
響

は

中
央

へ
及

ぶ
。

一
月

十

五

日
付

「
大

阪
朝

日
新

聞
」

(第
六
四
四
八
号
、
六
面
)
紙

上

に

『
「
鴎
外

漁
史

と

は
誰

そ

や
」
と

は
何

ぞ
』

(浩

々
歌
客
)

が
載

る
。
論

者

は

「
文
壇

は

未
だ

曾

て
鴎

外

漁
史

を

冷

遇

せ
ず
」

と

言

い
、
文

壇

に
対

す

る

「
繰
言
」

や

「
冗
言
」

を

や
め
、

「
今

の
文
壇

を
も

て
末

流
な

り
と

せ
ば

、

た

末
流
な
ら
ぬ
と
吾
人
の
信
ず
る
鴎
外
漁
史
は
何
故
に
起
た
ざ
る
や
、
独
逸

の
ゲ
ル
ハ
ル
ド
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の

『沈
鐘
』
を
読
み
た
ら
ば
何
故
に
其

こ
ひ

好
処
若
し
く
は
梗
概
を
だ
に
紹
介
し
て
、
福
日
記
者
の
請
に
応
ぜ
ざ
り
し

や
」
と
批
評
す
る
。

二
月
五
日
付
の

「読
売
新
聞
」
(第
八
=

三
号
、
四
面
)
掲
載
の

『鴎
外

漁
史
の
末
流
論
』
(署
名
星
月
夜
)
で
は
、
「今
の
文
壇
ハ
決
し
て
紅
葉
露
伴

あ
き
ら
か

の
続

き

で
も
な

け

れ
バ
、

そ

の
末
流

で
も

な

い
、
潮

流

ハ
明

に

一
曲

転
し

た
後

で
あ

る

、
(中
略
)
本

末
大

小

の
分

ハ
ま
さ

に
是

れ
か

ら
以

後

に
定

ま

お
ほ
い

の
ち

る

の

で
あ

る

、
我
等

と
諸

家
と

、
大

に
争

ふ

べ
き

ハ
む

し
ろ
此

の
後

に
あ

る
と

信
ず

る
」

と

記
し
、

軽

々

に
文

壇
末

流
を

言
う

べ
き

で
な

い
と

諌
言
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す
る
。

先
に
引
用
し
た

『鴎
外
漁
史
と
は
誰
ぞ
』
に
関
し
て
言
え
ば
、

一
月
十

七
日
付

で
鴎
外
は
、
博
文
館
宛
に

一
書
を
投
ず
る
。
「貴
社
発
行
太
平
洋
第

か
た
じ
け
な

さ
ま
た

二
号

二
下
官
小
説
家
ノ
称
ヲ
辱

ク
シ
タ
ル
為
メ
栄
進
ヲ
礙
ケ
ラ
レ
タ
リそ

ト
表
白
セ
シ
旨
記
載
相
成
候
処
下
官
ハ
虚
名
伝
播
ノ
為
メ
或
ル
事
業
ヲ
阻

が
い

碍

セ

ラ
リ

タ
リ
ト

云

ヒ
シ

ノ
ミ

ニ
シ

テ
栄
進

云

々

ノ
意

二
言

ヒ
及

ボ

シ
タ

ル
事

無

之
候
」

と

記

し
、
記
事

の
取
消

し
を

要
求

し

て

い
る
。

福

岡

日

日
新

聞

社
が

、
『鴎

外
漁
史

と

は
誰

ぞ
』
の
他

紙

の
批

評
を

ま
と

め

て
鴎
外

に
届
け

た
。
鴎

外

は
そ

れ
を
読

み

、
己

れ

の
見

解
を

書
簡

に
認

め

一
月

二
十

三
日
福

岡

日
日
新

聞
社

宛

に
送
付

し
た

。
先

の
引

用
文

と
照

応

さ
せ

る
と
、
「
大
阪

朝

日
新
聞
」
の
角

田
浩

々
歌
客

の
論

評

の
う

ち

ハ
ウ

プ
ト

マ
ン

の

『
沈
鐘

』

の
梗
概

に

つ
い
て
は
、

す

で
に
昨
年

十

二
月

「
め

さ
ま

し
草
」

に
載
せ

て

い
る
。

そ

の
点

を
考

慮

し

て

い
な

い
論

評
は
承

服

し
難

い
と

述

べ
て

い
る
。

総

じ

て
文

壇

ジ

ャ
ー
ナ

リ
ズ

ム
は

、
現
今

の
文

壇
を

末
流

時
代

の
文

壇

だ

と
決

め
付

け

る
鴎
外

の
態

度

に
諌
言

を
呈

し

て

い
る
。
す

で

に
新

聞

紙

上

の
論

調

に

つ
い

て
は

触
れ

た
が

、
雑

誌

に

つ
い
て
見

て
お

く
。
「
中
央

公

論
」

(第
十

五
年
第

二
号
、
明
治
三
十
三
年

二
月
二
十

日
)

の

「
評
論

」
欄

の

「文

学
」
の
項

で
は

、
『鴎

外
氏

の
た

め

に
惜
む

』
(無
署
名
)
と

い
う
論

題

の

下

に

今

日

の
文
壇

を
末

流

の
文
壇

と
罵

る
。

そ
も

く

、
文

壇
、

豈
先

後

の
別
あ

ら

ん
や
。

(中
略
)
出

身

の
前
後

を
以

て
先

後

の
別
を

立

つ

る
、

こ
れ
新

出

の
士

を
侮

蔑
す

る
も

の
。

鴎
外

氏

の
博
識

に
し

て

こ

の
言
あ

る

、
吾
人

は

深
く
惜

む
所

な
き

を
得

ざ

る
也
。

と
論

評

し

て

い
る
。

概
ね

こ

の
論
評

が
文

壇

の
見
解

で
あ

っ
た

と
考
え

て
よ

い
。

た
く

「医
海
時
報
」
紙
上
で
は

「森
鴎
外
君
も
九
州
に
謫
せ
ら
れ
て
」
と
か
、

こ

き
ょ

「小
倉
に
虎
踞
し
居
る
森
」
と
前
置
き
し
て
鴎
外

に
批
判
の
矢
を
放
つ
。
そ

(12
)

の

一
端
は
す
で
に
拙
著
で
紹
介
し
た
の
で
詳
細
は
省
く
が

「医
海
時
報
」

(第
三
一
三
号
、
明
治
三
十
三
年
六
月
二
日
)
の
半
蔵
外
史
の
論
評
を
引
用
す

る
。

局
長
は
少
将
相
当
官
に
推
挙
す
る
職
権
も
な
い
の
み
な
ら
ず
、
少

め
ん
ち
ゆ
つ

た
だ

将
相
当
官
を
免
黜
す
る
権
も
な
い
。
ロバ
に
免
黜
す
る
権
が
な
い
の
み

く
ち
ば
し

い

な
ら
ず
、
其
職
務
に
関
し
て
も
彼
れ
此
れ
喙
を
容
れ
る
事
が
出
来
ぬ

ロ
き
ん
け
つ
れ
い

の
で
あ
る
。
夫
れ
故
大
阪
の
先
生
が
開
業
禁
歇
令
を
無
視
し
て
、
病

ほ
う
て
き

院
を
建
て
て
も
、
小
倉
の
大
文
豪
が
公
務
を
抛
擲
し
て
、
翻
訳
著
述

に
汲
々
し
て
居
て
も
之
を
如
何
と
も
す
る
事
が
出
来
ぬ
で
は
な
い

か
。

局
長
は
小
池
正
直
、
大
阪
の
先
生
は
菊
池
常
三
郎
、
小
倉
の
大
文
豪
は

鴎
外
を
指
す
。
開
業
禁
歇
令
と
は
、
三
十
二
年
六
月
六
日
小
池
局
長
の

「在

(
13
)

職
軍
医
の
開
業
禁
止
の
内
訓
」
を
指
す
。
筆
者
は
小
池
局
長
の
無
能
さ
、

菊
池
、
森
ら
の
大
学
出
の
軍
医
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
。
鴎
外
に
対

し
て
は
さ
ら
に

「文
豪
な
ぞ
は
出
身
以
来
碌
な
務
め
も
せ
す
」
と
か
、
も

し
鴎
外
が
局
長
に
な
っ
た
ら

「軍
医
の
採
用
と
進
級
の
為
め
に
す
る
試
験

に
は
、
〈
シ
ル
レ
ル
〉
の
訳
読
で
も
さ
せ
る
だ
ら
う
よ
」
と
嘲
笑
す
る
。

さ
す
が
に

「医
海
時
報
」
の
悪
意
に
満
ち
た
推
測
的
言
説
に
た
ま
り
兼
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ね
た
鴎
外
は
、
仙
台
第
二
師
団
軍
医
部
長
か
ら
陸
軍

一
等
軍
医
正
と
し
て

三
十
二
年
八
月
陸
軍
省
医
務
局
衛
生
課
長
に
就
任
し
た
武
谷
水
城
に
小
池

局
長
ら
が
誤
解
し
な
い
よ
う
助
力
を
求
め
た
書
簡
を
出
し
て
い
る
。
そ
こ

に
は

「官
事
抛
擲
ト
云
フ
ニ
至
テ
ハ
小
生
ノ
不
能
ヲ
錯
認
シ
テ
不
為
ト
ナ

す
く
な
か
ら
ず

ち
ゆ
つ
ち
よ
く

ス

モ
ノ
迷
惑

不

尠

(中
略
)

シ

ル
レ

ル

ノ
書

ヲ
読

マ
シ

メ
テ
黜

陟

ス

ル

ぬ
れ
ぎ
ぬ

ナ

ラ

ン
ト

云

フ

ニ
至

ル
冤

モ
亦
甚

シ
ト

謂

フ

ベ
シ

(中
略
)
小
生

東
京

二

か
く
の
ご
と
き

帰

ラ

ン

コ
ト

ヲ
願

ヒ

テ
運
動

ス
等

ト

ノ
噂

ヲ
伝

へ
候

ヘ
ド

モ
如

此

希

望

ヲ
ロ

ニ
シ
筆

ニ
シ
タ

ル

コ
ト

一
モ
無

之
」
と
記

し
、
「
局
長

始

メ
小
生

ヲ
誤

か
ん
し
や
く

解
セ
ザ
ル
様
御
助
力
被
下
度
若
シ
誤
解
ア
ラ
バ
渙
釈
ヲ
得
ル
様
御
心
懸
被

下
度
願
上
候
」
(三
十
二
年
八
月
二
日
付
)
と
懇
願
し
て
い
る
。
の
ち
に
武
谷

水
城
は
鴎
外
の
後
任
と
し
て
十
二
師
団
軍
医
部
長
に
転
出
す
る
。
軍
医
と

し
て
文
学
活
動
す
る
鴎
外
の
姿
勢
に
対
し
て
は
、
厳
し
い
批
判
が
あ

っ
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

鴎
外
が
小
倉
へ
赴
任
し
た
三
十
二
年
六
月
当
時
の
陸
軍
首
脳
は
、
西
部

た
め
と
も

た
け
す
け

都
督
黒
木
為
禎
中
将
、
第
十
二
師
団
長
井
上
光
中
将
、
参
謀
長
山
根
武
亮

工
兵
大
佐
、
第
十
二
旅
団
長
仲
木
之
植
少
将
で
あ
っ
た
。
山
根
武
亮

(の

ち
第
十
二
師
団
長
、
近
衛
師
団
長
、
男
爵
)
は
、
鴎
外
の
ド
イ
ツ
留
学
時
代
の

旧
知
で
あ
る
。
組
織
を
動
か
す
首
脳
陣
の
階
級
は
全
師
団
共
通
の
上
に
、

大
陸
に

一
番
近
い
十
二
師
団
の
軍
事
的
重
要
性
を
重
ね
て
考
え
る
時
、
鴎

外
以
降
就
任
す
る
軍
医
部
長
の
階
級
の
不
統

一
は
や
は
り
気
に
掛
か
る
。

軍
医
部
長
は
首
脳
陣
の
一
員
で
あ
る
が
、
ポ
ス
ト
の
重
要
性
は
同

一
で
は

な
い
。
架
蔵
の

「日
露
対
戦
/
陸
海
軍
武
将

一
覧
」
を
見
て
も
、
軍
医
部

長
は

一
人
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
軍
医
は
武
官
と
い
う
よ
り
も
文
官
に

近
い
と
い
う
認
識
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
十
二
師
団
軍
医
部

長
の
地
位
を
十
二
師
団
の
重
要
度
と
同

一
視
し
な
い
方
が
よ
い
。

さ
ら
に
三
十
三
年

(
一
九
〇
〇
)
四
月
、
都
督
部
条
例
の
改
正
に
よ
り
、

西
部
都
督
部
は
小
倉
城
趾
松
の
丸
か
ら
下
関
要
塞
に
移
さ
れ
る
。
都
督
は

戦
時
に
お
け
る
軍
司
令
官
に
相
当
す
る
官
名
で
あ
る
が
、
や
が
て
、
日
露

戦
争
直
前
の
三
十
七
年

(
一
九
〇
四
二

月
十
三
日
を
以
て
廃
止
さ
れ
、
参

謀
本
部

(東
京
)
の
戦
時
を
主
眼
と
す
る
国
防
、
用
兵
に

=
兀
化
さ
れ
て
い

く
。西

部
都
督
部
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
小
倉
の
重
要
度
は
、
兵
団
編
成

史
上
特
異
な
機
構
で
あ
っ
た
都
督
部

(明
治
二
十
九
年
設
置
、
三
十
七
年
廃
止
)

の
設
置
、
移
設
、
廃
止
と
い
う
経
緯
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ

ら
に
地
理
的
に
は
大
陸
に
至
近
の
位
置
を
占
め
る
小
倉
で
あ
っ
て
も
、
日

清
、日
露
戦
争
時
す
べ
て
の
兵
団
は
広
島
の
呉
軍
港
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

後
年
の
整
備
さ
れ
た
軍
都
小
倉
の
重
要
度
を
以

て
、
明
治
三
十
年
代
前
半

の
小
倉
を
考
え
て
は
な
る
ま
い
。

以
上
の
考
察
か
ら
山
崎
國
紀
氏
の
よ
う
に

「
〈小
倉
左
遷
〉
は
消
え
た
」

と
断
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
私
は
今
後
も

「転
出
」
「転
勤
」
と

表
記
す
る
が
、
依
然
と
し
て

「左
遷
」
に
関
し
て
は
灰
色
だ
と
認
識
し
て

い
る
。

三
十
二
年
十
月
五
日
付
の
鴎
外
か
ら
母
峰
子
宛
に

「こ
の
頃
小
池
よ
り

む

む

書
状
参
候
中
に

〈
数
年
の
内
に
十
二
師
団
の
衛
生
事
業
を
改
良
し
て
も
ら

ひ
度
〉
と
の
意
味
有
之
候
小
池
は
数
年
は
帰
さ
ぬ
積
な
る
こ
と
明
白
に

て
」
と
あ
る
。
鴎
外
の
感
情
を
排
除
し
て
、
小
池
が

「十
二
師
団
の
衛
生
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事
業

の
改

良

」
を

目
途

に

(そ
れ
が
後
か
ら
付
与
し
た
転
出
の
事
由
で
あ
る
に

し
て
も
、
)
鴎
外

を
小

倉

へ
転
出

さ

せ
た
と

す
れ

ば

、
鴎
外

在
職

中

の

「
十

二
師

団

の
衛

生
事

業

の
改
良

」

の
全
貌

を
把

握

し

て
始

め

て

「左

遷

で
は

な

い
」

こ
と

が
裏

付

け
ら

れ
よ
う

。

注(1
)

・竹
盛
天
雄

『鴎
外

そ

の
紋
様
』
(昭
和
五
十
九
年
七
月
三
十
日
、小
沢
書
店
)

の
中
で

「
こ
の
舞
子
駅
長
云

々
の

一
句
は
、
た
と
え
ば

『大
鏡
』
に
描
か
れ
て

い
る
よ
う
な
、
周
知

の
菅
原
道
真

の
貶
謫

の
情
景
を
下
敷
に
し
た
も

の
.と
し
て

読
み
取
ら
れ
る
」

(二

一
頁
)
と
述

べ
て
い
る
。

最
近
の
研
究
で
優
れ
た
論
考
は
、
酒
井
敏

・
原
國
人
編

『森

鴎
外

論
集

歴

史
に
聞
く
』
(
二
〇
〇
〇
年
五
月

=

日
、
新
典
社
)
所
収

の
須
田
喜
代
次

『浄

書
さ
れ
る
日
記
ー

鴎
外

「
小
倉

日
記
」
考
』

で
あ
る
。
須

田
氏
は
従
来

の
見
解

を

一
歩
進
め

て
、

「こ

の

『小
倉

日
記
』

は
道

真
詩
も

し
く

は
道
真

の
故
事
を

イ

ン
タ

ロ

テ
ク

ス
ト

合

せ

鏡
と
し

て
読
め
と

い
う
、
日
記
を
再
構
成

せ
ん
と
す

る
鴎
外

の
メ

ッ
セ
ー

ジ
と

い
う

こ
と

に
な

る
の
で
は
あ

る
ま

い
か
」

(二
二
入
頁
)
と
述
べ
て

い
る
。

鋭

い
指
摘

で
あ

る
。

(2
)

篠
原
義
彦

『森
鴎
外

の
構
図
』

(
一
九
九
三
年
三
月

一
、冖
日
、
近
代
文
芸
社
)

所
収

の

『雅
号

「隠
流
」
考
』
、

一
九

四
-

二
〇

一
頁
。

(3
)

桑
木
崇
明

『陸
軍

五
十
年
史
』

(昭
和
十

八
年

三
月
十

日
、
鱒
書
房
)
、

一
六

九
頁
。

(4
)

青
木
袈
裟
美

編

『男
爵
小
池
正

直
伝
』

(昭
和

十
五
年
六
月

二
十

日
、
陸

軍

軍
医
団
)

の
佐
藤
恒
丸

の

「緒
言
」、
七
頁
。

(5
)

明
治
三
十
二
年
六
丹
二
十
七
日
付
の
鴎
外
か
ら
母
峰
子
宛

書
簡

に
江
ロ
休
職

の
顛
末
が
記
さ
れ
て

い
る
。
次

に
引
用
す
る
。

・

江
口
は
論
后
に
て
罷
め
さ
す

る
積
な
り
と
て
小
池

よ
り
小
倉

の
参
謀
長

に
申

来
り

し
故

何
故
と

問
ひ
返
し

・
に
衆
議
院
議
員

の
運
動
を

な
し
又

一
旦
名
古
屋

に
赴
任
す

べ
し
ど
諾

し
な

が
ら
後

不
承
知
を

い
ふ
は
精
神

の
常
を
失
し
た

る
も

の
な
り
と
小
池

よ
り
答
ぺ
た
り
参
謀
長

よ
り
は
師
団

に
て
不
都
合
な
き
も

の
と

認

む
る
に
強

ひ
て
罪
名
を
付
す

る
所
存
な
り

や
又
精
神
錯
乱
と
は
容
易
な
ら
ざ

る
申
条
な
り
と
責

め
た
り
小
池
忽
ち
説
を
変
じ

て
江

口
を
東
京

(近
衛
)

に
転

任

せ
し
め

て
も
宜
し
と
答

へ
た
り
参
謀
長
は
直

に
大
阪
な
る
江

口
に
申
聞
け
ら

れ
た
し
と
刎
ね
か

へ
せ
り

こ
れ
よ
り
直
掛
合
に

て
江

口
は

一
旦
決
心
し
た
れ
ば

と

て
休
職
を
願
ひ
し
な
り

(6
)

山

田
弘
倫

『軍
医

と
し

て
の
鴎
外

先
生
』

(昭
和
九
年
三
月
十

五
日
、
医

海

時
報
社
)
、

}
〇
二
ー

一
〇
四
頁
。

(7
)
、
山
暗
國
紀

『森
鴎
外

〈恨
〉
に
生
き
る
』

(昭
和
五

一
年

一
二
月
二
〇
日
、
講
談

、
社
)、

=

九
ー

一
二

一
頁
。

(8
)

「国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
」
臨
時
増
刊
号

八
森
鴎
外

の
断
層
撮
影
像

〉
(第

49
巻

第
2
号
、
昭
和
59
年

1
月
5
日
、
至
文

社
)
掲
載

の
平
岡
敏
夫

『
小
池

正
直
と

鴎
外
』
1

「
兄
さ
ん
株
」
と

「坊
チ
ヤ
ン
」
、
1

}
七
三
頁
。

(
9
)

浅

井
卓
夫

『軍
医
鴎
外
森

林
太
郎

の
生
涯
』

(昭
和
六
十

一
年

七
月
十

日
、

教
育
出
版

セ
ン
タ
ー
)
、

一
七
五
頁
。

(
10
)

石
井
郁

男

『鴎
外

「小
倉
左

遷
」

の
謎
』

(
一
九

九
六
年

三
月

一
〇
日
、
葦

「
書
房
)
、

]
九
三
頁
。

(11
)

「鴎
外
」

(第
六
十
号
、
平
成
九
年

一
月

一
九
日
、
森
鴎
外
記
念
会
)
掲
載

の

山
崎

】
穎

『石
井
郁
男

『鴎

外

「小
倉
左
遷
」

の
謎
』
を

読
む
』、

二
九

五
ー

二
九
入
頁
。

(21
)

山
崎

一
穎

『森
鴎
外

明
治

人
の
生
き
方
』

(二
〇
〇
〇
年
三
月
二
〇
日
、
筑

摩
書
房
)
、

二

八
-

一
二
二
頁
。

(13
)

軍
医

の
開
業
問
題
に
関
し
て
言
え

ば
、
明
治

二
十
六
年

十
二
月
、
石
黒
忠
悳

.

局
長
が
軍
医

の
開
業
を
慎
む
よ
う

訓
示
を
行

っ
た
。
そ
れ
が
厳
守

さ
れ
な

い
状

況
か
ら
小
池
正
直

局
長

は
禁
止
の
方
針
を

取

っ
た
。
注

(4
)

の

『男
爵
小
池

正
直
伝
』

に
開
業
禁
止

の
訓
示
が
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
の

一
節

に

「在
職

ノ
軍

医
自

ラ
標
榜

シ
、
若

ク

ハ
他

人
ノ
名

ヲ
籍

リ
、
単
独
若

ク
ハ
協
同

ニ
テ
特

二
診

療
所

ヲ
設
け
、
又

ハ
病
院

ヲ
開

ク
コ
ト

ヲ
得
ズ
」

(四
六
三
頁
)
と
あ
る
。

二

〇

〇

〇

・

・
二
六
1
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